
 

 

一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第

１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和６年２月２６日 

 

むつ市長  山 本 知 也 

１ 一般競争入札に付する事項及び貸付物件 

⑴ 件名 

自動販売機設置に係る行政財産の貸付 

⑵ 貸付物件 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 貸付面積には、転倒防止器具、放熱余地及び使用済み容器の回収ボックスの設置部

分を含む。 

※２ 貸付物件に関する詳細は、別紙１「貸付物件説明書」による。 

⑶ 貸付期間 

貸付物件に係る貸付期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までとし、期間

の更新はしない。 

⑷ 入札順 

入札は１の⑵貸付物件に掲げる物件番号ごとに実施する。 

 

２ 入札参加資格 

入札参加資格は、次の要件をすべて満たす者とする。 

⑴ むつ市契約規則（平成１６年規則第２号）に定める別記入札者心得書（以下「心得書」      

という。）第１条第１項に該当しない者。 

⑵ 心得書第１条第２項に該当しないと認められる者。 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手続開始の

申立てをしていない者若しくは同条第２項の規定による更生手続開始の申立てをなされて

いない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生

手続開始の申立てをしていない者若しくは同条第２項の規定による再生手続開始の申立て

をなされていない者。 

⑷ 法人の場合は、むつ市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。また、

個人の場合は、むつ市に住所を有し業を営んでいる者。また、国税並びに地方税を滞納し

ていない者。 



 

 

⑸ 過去３年以上の間にわたって、国又は地方公共団体の庁舎等に自動販売機を設置し、若 

しくはむつ市内に管理運営した実績を有している者であること。 

⑹ 法人及びその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条の掲げる

暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる団体ではないこと。 

参考：地方自治法施行令 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 略 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに

該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札

に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者についても、また同様とする。 

⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品

質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき 

⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成

立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき 

⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき 

⑷ 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職

員の職務の執行を妨げたとき 

⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき 

⑹ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意

に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき 

⑺ この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされて

いる者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使

用したとき 

 

３ 参加申請 

⑴ 参加資格と提出書類 

入札に参加しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる書類１部を提出し、２に掲げる

入札参加資格（以下｢参加資格｣という。）を有することについて市長の確認を受けなけれ

ばならない。なお、期限までに提出しない者及び参加資格がないと認められる者は、入札

に参加できない。 

 書類の種類 提出が必要な場合 備考 

ア 申請書 すべての場合 むつ市本庁舎自動販売機設置事業者

募集要項(以下「募集要項」とい

う。)に規定された書類 

イ 誓約書 すべての場合 募集要項に規定された書類 

ウ 委任状 申請者が特定の代理人に

対し契約行為の権限を委

任する場合 

募集要項に規定された書類 



 

 

エ 事業者（会社）

概要 

すべての場合 任意の書類又は事業の概要が記載さ

れたパンフレット等 

オ 自動販売機設置

実績報告書 

すべての場合 募集要項に規定された書類 

カ 印鑑証明書又は

その写し 

すべての場合 申請書に押印された実印に係る印鑑

証明書又はその写し 

キ 営業証明書及び

身分証明書若し

くは登記事項証

明書又はその写

し 

申請者が個人の場合 営業証明書及び身分証明書又はその

写し 

申請者が法人の場合 当該法人の登記事項証明書又はその

写し 

ク 国税の納税証明

書又はその写し 

申請者が個人の場合 所得税並びに消費税及び地方消費税

の未納の税額がないことの証明書又

はその写し 

申請者が法人の場合 法人税並びに消費税及び地方消費税

の未納の税額がないことの証明書又

はその写し 

ケ 都道府県税の納

税証明書又はそ

の写し 

申請者が個人の場合 個人事業税又はその写し 

申請者が法人の場合 法人都道府県民税、法人事業税並び

に固定資産税（都税のみ）又はその

写し 

コ 市町村税の納税

証明書又はその

写し 

むつ市内の事業者の場合 募集要項に規定された書類 

むつ市外の法人の場合 法人市町村民税及び固定資産税又は

その写し並びに募集要項に規定され

た書類 

サ 取扱商品一覧表 すべての場合 募集要項に規定された書類 

シ 設置する自動販

売機のカタログ 

すべての場合 自動販売機の寸法、環境負荷を低減

する機能、ユニバーサルデザイン等

の機能が確認できるもの 

ス 自動販売機の管

理関係等に関す

る届出書 

すべての場合 募集要項に規定された書類 

※１ カからコまでの証明書類は、申請書を提出する３箇月以内に本店所在地の所管税務

署又は官公署が発行したものに限る。 

※２ 入札に参加しようとしている者が、令和５年度むつ市物品の購入等に関する入札参     

  加資格者として認定され、名簿に登載されている者(以下｢有資格者｣という。)である 

場合は、この表の規定に関わらずウ、エ及びカからコまでに掲げる書類を要しない。 

※３ サからスまでの書類について、複数物件を申し込む場合で番号ごとに内容が異なる

場合は、物件番号ごとに提出する。 



 

 

⑵ 提出先 

〒０３５－８６８６ 青森県むつ市中央一丁目８番１号 

むつ市財務部 管財・施設経営課 庁舎・車両管理グループ 

電話 ０１７５－２２－１１１１（内線２１６６・２１６７） 

⑶ 受付期間 

令和６年２月２６日（月）から令和６年３月１２日（火）まで（ただし、土曜日、日曜

日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。） 

⑷ 受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑸ 提出方法 

上記提出先に直接持参又は郵送すること。郵送の方法は、一般書留又は簡易書留のいず

れかによるものとする。ＦＡＸによる提出は認めない。 

   郵送の場合は令和６年３月１２日（火）午後５時１５分必着。 

⑹ その他 

① ３の⑴に掲げる種類の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担とする。 

  ② 提出された書類は返却しない。 

  ③ 受付期間終了後における書類の差替え、訂正及び再提出は、原則として認めない。 

④ 提出された書類について、別途その内容を聴取することがある。 

 

４ 入札参加資格の確認 

⑴ 入札参加資格の確認結果は、令和６年３月１４日（木）までに決定し、各申請者に一般

競争入札参加資格確認通知書で通知する。 

⑵ 入札参加資格が認められなかった者は、次に定めるところに従い、書面（様式は任意）

により説明を求めることができる。この場合、令和６年３月１９日（火）までに書面で回

答する。 

① 提出先 

３の（2）に掲げる場所に同じ。 

② 提出方法 

上記提出先に直接持参、又は郵送すること。ＦＡＸによる提出は認めない。 

③ 提出期限 

令和６年３月１５日（金）午後５時１５分まで。 

郵送の場合は令和６年３月１５日(金)午後５時１５分必着。 

 

５ 入札参加資格の喪失 

３の規定により、当該入札参加資格を有するとされた者（以下「参加資格者」という。）

が、入札日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入札に参加す

ることができない。 

⑴ 参加資格を有しないこととなったとき。 

⑵ 入札参加申請及びその添付書類に虚偽の事項を規定していることが明らかになったと

き。上記の場合において、速やかに当該参加資格者に対し、理由を付して通知する。 



 

 

 

６ 質問及び回答 

この公告及び募集要項等の内容等に関しての質問は、次により行うことができる。 

⑴ 提出先 

３の⑵に掲げる場所に同じ。 

⑵ 提出方法 

募集要項に規定する質問書を上記提出先に直接持参又はＦＡＸにより提出すること。郵

送による提出は認めない。 

⑶ 質問期限 

令和６年３月１５日（金） 午後５時１５分まで 

⑷ 回答期間 

  令和６年２月２６日（月）から令和６年３月２２日（金）まで 

⑸ 回答方法 

回答は、質問書を受理してから、概ね５日以内を目途に上記提出先において回答書を閲

覧に供するとともに、むつ市ホームページに掲載する。 

⑹ 連絡先（ＦＡＸ） 

０１７５－２２－１１４３ 

 

７ 入札 

⑴ 入札書の提出 

入札者は、募集要項に規定する入札書に必要事項を記入し、入札者の記名押印をした上

で、封かんし、表側に必要事項を記載して、指定郵便局（むつ郵便局）への留め置きによ

る一般書留郵便又は簡易書留郵便の方法に提出期限までに提出しなければならない。入札

書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

るので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

⑵ 入札書の提出期限 

令和６年３月２５日（月）開札日の前日までにむつ郵便局に到達していること 

⑶ 開札日時 

令和６年３月２６日（火）午後３時００分（物件ごとに随時） 

⑷ 開札場所 

青森県むつ市中央一丁目８番１号 むつ市役所本庁舎第４会議室 

⑸ その他 

① 入札者が１者のみの場合であっても、入札を行う。 

② 入札の執行回数は、３回までとし、落札者がいないときは、入札を不調とする。 

⑹ 契約条項を示す場所 

むつ市ホームページに掲載する。 

   むつ市ホームページアドレス http://www.city.mutsu.lg.jp/ 



 

 

 

８ 入札保証金 

免除 

 

９ 契約保証金 

 免除 

 

10 入札の無効 

 心得書第８条に掲げる入札は無効とする。 

  

11 落札者の決定方法 

むつ市が設定する最低価格以上の額で、最高の価格で入札を行った者を落札者とする。な

お、最高価格の入札が２者以上ある場合は、くじにより決定する。 

 

12 落札台数の制限 

入札者が落札できる台数には制限はないものとする。 

 

13 入札又は開札の中止 

不正な入札が行われる恐れがあると認めるとき、又は天災その他やむを得ない理由によ

り、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止、又は延期する。入札又は開札

の中止による損害は入札者の負担とする。 

 

14 入札の辞退 

入札を辞退する場合は、入札執行の完了に至るまでに、次に掲げるところにより入札を辞

退することができる。 

⑴ 入札執行前にあっては、直接持参または郵送（入札日の前日までに到達するものに限

る。）により募集要項に規定する入札辞退届を３の⑵に掲げる提出先へ提出すること。 

⑵ 入札執行中にあっては、入札を辞退する旨を明記した募集要項に規定する入札書を、入

札を執行する者に直接提出すること。 

 

15 契約の締結 

落札者は、落札決定の日から７日以内に契約を締結すること。 

 

16 落札者の決定の取消し 

⑴ 次のいずれかに該当する場合には、落札者としての決定を取り消すことができるもの 

とする。 

① 落札者又はその代理人が、正当な理由なく契約を締結しないとき。 

② 申請者又は関係書類に虚偽の事項を記載していたことが明らかになったとき。 

  ③ 落札者が、契約締結前に入札参加資格のいずれかの要件を満たさなくなったとき。 

  ④ 入札において、談合の事実があったと認められるとき。 



 

 

⑤ 著しく社会的信用を損なう行為等により、契約の相手方として相応しくないとむつ市

が判断したとき。 

⑵ １６の⑴の規定により落札者としての決定を取り消したときは、速やかに書面によりそ

のものにその理由を通知するとともに、その者の氏名（法人においては法人名）及びその

理由を公表するものとする。 

 

17 公募の応募資格の喪失 

次のいずれかに該当する場合は、その原因となる日から３年間、本市の行う自動販売機の設

置事業者に関する公募の応募資格を失う。 

⑴ 落札者又は設置事業者として決定を取り消されたとき。 

⑵ 落札者又は設置事業者に帰する事由により、本市の行政財産貸付契約を解除されたと 

き。 

 

18 入札結果等の公表 

 落札者を決定したときは、速やかに落札結果を公表する。 

 

19 その他 

⑴ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限

る。 

⑵ 入札参加者は募集要項を熟読の上、入札に参加すること。 

⑶ 詳細は、むつ市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱（平成２７年２

月６日むつ市告示第８号）による(同要綱に定める内容がこの公告と相違する場合には、こ

の公告を優先する。)。 

 

20 この公告に関する問合せ先 

むつ市財務部 管財・施設経営課 庁舎・車両管理グループ 

電話番号 ０１７５－２２－１１１１（内線２１６６・２１６７） 

 

 

 

 

 

 

 


